
平成 28年 6月 16日

平成２８年度診療報酬改定

疑義解釈について－③

（公社）日本医療社会福祉協会

調査研究部

平成２８年度診療報酬改定について、社会福祉士関連の疑義解釈をお知らせします。

（本回答は厚生労働省保険局医療課への確認をもとに作成しています。）

１．退院支援加算

No ≪問≫ ≪回答≫

１ 区分番号「Ａ２４６」退院支援加算の施設基

準における専従者は、非常勤でも良いのか。

不可。ただし、平成 28年３月 31日に退院調整加算を

算定していた保険医療機関で、平成 28年４月１日以降

退院支援加算２を算定している保険医療機関において、

従前から非常勤の専従者を配置している場合にあって

は、平成 30年３月 31日までは非常勤であっても差し

支えない。

２ 区分番号「Ａ２４６」退院支援加算１の施設

基準に、過去１年間の介護支援連携指導料の

算定回数に係る要件があるが、回復期リハビ

リテーション病棟入院料等、介護支援連携指

導料の点数が当該入院料に含まれており、別

途算定できない場合の取扱い如何。

介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別

途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料

が求める要件と同等の実績（１回の入院中２回までに

限る）が認められる場合は、退院支援加算１の過去１

年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件にお

いて、算定回数に含めることが可能である。

３ 同一の保険医療機関において、退院支援加算

１と、退院支援加算２の両方の届出を行い、

それぞれの算定要件を満たす患者についてそ

れぞれの点数を算定することができるか。

不可。退院支援加算１と退院支援加算２は、各保険医

療機関において、いずれか片方を届け出るものである。

４ 区分番号「Ａ２４６」退院支援加算１におい

て、原則として入院後３日以内に患者の状況

を把握するとともに退院困難な要因を有して

いる患者を抽出するとある。入院後３日以内

には退院困難な要因に該当しなかったが、そ

の後の病状の変化により、退院困難な要因に

該当することとなった者について、直ちに、

退院困難な要因を有する患者として抽出し、

算定要件として定められている支援を実施し

た場合に、退院支援加算１を算定することは

できるか。

算定できる。退院支援加算１においては、全ての入院

患者について病棟専任の退院支援職員が入院後３日以

内に患者の状況を把握することとされており、こうし

た把握を行った後に、新たに退院困難な要因が発生し

た場合については、算定対象の患者に加えることがで

きる。なお、この場合であっても、退院支援計画の作

成や家族等との話し合いについての要件を含め、他の

算定要件を満たす必要がある。

５ 区分番号「Ａ２４６」退院支援加算１におい

て、退院支援職員が原則として入院後３日以

内に患者の状況を把握するとともに退院困難

な要因を有している患者を抽出するとあるが

入院後３日間がいずれも土曜・休日である場

最初の平日に退院支援職員が患者の状況を把握し患者

の抽出を行うことも可能とする。金曜日の夜間や、連

休前日の夜間に入院した場合も同様である。



合の取扱い如何。

以上


